
教
育
委
員
会
委
員
の

任
期
満
了
に
伴
い
、
山

口
尚
人
氏
（
松
ヶ
丘
在

住
）
の
再
任
が
同
意
さ

れ
ま
し
た
。

教
育
委
員
会
委
員
に

山
口

尚
人
氏

迚
賛
成
討
論
迥
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審議

結果
議　　　　案

議　員　氏　名
小
鷹
　
房
義

中
山
　
明
美

根
岸
富
一
郎

松
田
　
隆
夫

小
峰
　
文
夫

石
井
　
計
次

小
川
　
唯
一

野
田
小
百
合

森
　
　
利
夫

日
坂
　
和
久

松
浪
健
一
郎

田
中
　
種
夫

議○○○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○●○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議●●●●●○●○●○●

議○○○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○●○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○○○○○○○○○○○

議○●○○○○○●○○○

議●○○○○○○●○○○

第
　
４
　
回
　
定
　
例
　
会

第
４
回

臨
時
会

工事請負契約の締結（（旧）鳩山幼稚園公共駐車場等整備工事）

一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

町長及び副町長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給
与等に関する条例の一部を改正する条例の制定

平成26年度毛呂山・越生都市計画事業今宿東土地区画整理事業特
別会計補正予算（第２号）の議定

地域包括支援センターの事業の運営及び職員に関する基準を定め
る条例の制定

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定

平成26年度一般会計補正予算（第６号）の議定

平成26年度介護保険特別会計補正予算（第２号）の議定

平成26年度水道事業会計補正予算（第２号）の議定

国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定

国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

平成26年度国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の議定

平成26年度浄化槽設置管理事業特別会計補正予算（第１号）の議定

教育委員会委員の任命

工事請負契約の変更契約の締結（（旧）鳩山幼稚園公共駐車場等整
備工事）

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正
する条例の制定

議員派遣について

議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定

再生可能エネルギー利用を促進するための積極的な対策を求める
意見書

議案の審議結果
○は賛成　●は反対　議は議長

町
長
提
出

町
　
　
長
　
　
提
　
　
出

議

員

提

出

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

同　　意

原案可決

否　　決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

２
人
削
減
す
る
こ
と
に
よ

り
、
年
間
７
０
０
万
円
の
経

費
削
減
が
見
込
ま
れ
る
。
財

源
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る

中
、
ま
ず
、
議
員
自
ら
身
を

切
る
改
革
が
必
要
。（

小
川
）

人
口
が
減
り
続
け
、
国
も

地
方
も
財
政
が
非
常
に
厳
し

い
。
行
財
政
改
革
は
議
員
み

ず
か
ら
が
行
う
べ
き
も
の
。

町
民
の
声
に
耳
を
傾
け
れ
ば

議
員
定
数
を
削
減
す
べ
き
。

（
松
浪
）

議
会
の
責
務
を
果
た
す
た

め
に
は
、
単
に
定
数
削
減
す

る
こ
と
で
な
く
、
町
民
の
皆

さ
ん
と
共
に
、
議
会
の
活
性

化
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
。

（
野
田
）

政
策
提
案
が
大
事
。
政
策

提
案
を
す
る
ぐ
ら
い
議
員
が

勉
強
し
て
い
れ
ば
、
議
員
が

多
い
な
ど
と
い
う
声
は
出
て

こ
な
い
。

（
小
峰
）

答
弁
を
聞
い
て
、
こ
の
議

案
は
行
財
政
改
革
の
推
進
の

意
図
に
出
た
も
の
で
は
な
い
。

か
つ
議
会
改
革
の
推
進
を
目

指
す
も
の
で
も
な
い
と
い
う

こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
。

（
松
田
）

ちょっとだけコラム
蘆議員定数の根拠はない。
蘆討議できる人数は6～10人。本会議中
心主義の議会は15人程度。委員会中心
主義の議会は6～10人×常任委員会数。

「地方議会改革100の実践ポイント」より
江藤俊昭 著

※読みやすくするため、議案件名を一部省略しています。


